
令和３年４月２３日 兵庫県

緊急事態宣言発出の要請
及び 宣言下の対策
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陽性者数 1週間移動平均数

現在の感染状況

１

●新規陽性者数の推移

○ 第４波での感染拡大が続いており、ほぼ変異株が占めている。

４/17 ４/18 ４/19 ４/20 4/21 ４/22 4/23

直近1週間の陽性者数
（10万人あたり）（人） 51.6 54.9 57.4 58.0 59.0 60.0 61.1

重症病床使用率
（％）

68.9 69.8 69.8 76.7 75.0 75.8 ー

ステージⅢ ステージⅣ

15人以上 25人以上

20%以上 50%以上

（1/11）
255.9人

（2/28）
23.1人

●ステージ指標の推移 （参考）国の指標

過去最高
(4/23）

緊急事態宣言
（1/8～2/28）

まん延防止等→
重点措置（4/5～）

（4/23）
477.1人

●県内の変異株状況
(3/1～4/11）

通常検査
実施期間

検査数に占める
変異株の割合

3/1～3/7 ４６．９％

3/8～3/14 ６７．８％

3/15～3/21 ７３．７％

3/22～3/28 ８１．５％

3/29～4/4 ７４．５％

4/5～4/11 ９０．７％



三宮周辺（西側）
山陽姫路駅北
阪神尼崎駅周辺
新規感染者数後方7日
移動平均の増減率※

緊急事態宣言発出の要請

① 新規陽性者数が連日、過去最多を更新 （4/16：510人 4/17：537人 4/21：563人）

② 入院できない方（※）が毎日、1,000人超の状況が継続 （4/14(1,039人)以降連日の1,000人超）

③ 夜間の人流は抑制されたが、新規陽性者数は減少せず（＝昼間の人流抑制も必要）［下図参照］

このため、4月２１日、緊急事態宣言の発出を要請

▲100%

▲50%
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増減率 22時時点 人口増減比
（対R2年12月平均比）

まん延防止措置開始

▲50%

0%

50%

増減率 15時時点 人口増減比
（対R2年12月平均比）

※ 入院調整者数。宿泊療養調整者及び自宅療養者は含まない

4月５日から講じてきた「まん延防止等重点措置」だけでは、不十分
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酒類・カラオケを提供
⇒ 休業要請

その他の店
⇒ ５時～20時の間の営業を要請

（酒類は禁止）

緊急事態宣言による措置①

【区 域】 県内全域

【期 間】 ４／２５（日）～５／１１（火）

【具体的措置】 以下のとおり（全県統一的な措置）

外出自粛
等の要請

感染対策が徹底されていない飲食店等や酒類又はカラオケ設備を提供している飲食店
等の利用を厳に控えること
路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛

飲食店（遊興施設）

３

★見回り活動の強化★
①対象地域の拡充
⇒ 全県へ（2.8万店舗）

②チェック項目の追加
⇒「酒類・カラオケ」シート

★協力金★
現在、国で検討中
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床面積が1,000㎡超の施設は休業要請
1,000㎡以下の施設は入場整理の実施、酒類提供・カラオケの自粛、20時までの時短
※ 食料品・医薬品等の生活必需品売場及び生活必需サービスは除く

イベントで使用する場合、無観客開催

○ 都市公園（明石公園、舞子公園、尼崎の森中央緑地、播磨中央公園等）
屋内施設を閉鎖、屋外運動施設は無観客のみ使用可。一部の施設は駐車場を閉鎖
公園内への持ち込み飲酒や食事は禁止
公園内レストランは、他の飲食店等と同様

○ あわじ花さじき、フラワーセンター
休園

緊急事態宣言による措置②

４

映画館等、商業施設、運動･遊戯施設（屋内）、遊興施設、博物館、サービス業

劇場等、集会・展示施設、ホテル・旅館、運動・遊戯施設（屋外）

県立公園等

★協力金等（民間施設）★
現在、国で検討中
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オンライン授業の活用
県外での部活動・サークル活動を実施しない
県内での合宿等、宿泊を伴う活動は実施しない
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県外活動中止
換気、身体的距離の確保や手洗いなど感染症対策を徹底のうえ実施
食事中は、マスクを外しての会話は行わない

県外活動は実施しない
例外：主な公式戦（中体連、高体連スケジュール記載大会等）
合宿等、宿泊を伴う活動は実施しない

緊急事態宣言による措置③

イベント
開催制限

原則として無観客での開催を要請（社会生活の維持に必要なものを除く）

出勤抑制 「出勤者数の７割削減」を目指し、在宅勤務（テレワーク）、テレビ会議などの推進を要請

教育活動

部活動

５



入院医療体制の強化

現状 今回拡充
新たな医療計画

【当面】 【目標】

入院病床
８３９床 ９３５床 １，０００床程度 １，２００床程度

うち重症病床 １１６床 １１８床 １２０床程度 １３０床程度

宿泊療養施設

８施設
１，１６５室

＋１施設
＋１６０室程度 １，５００室程度

4/7「当面100床確保を要請」 今冬の２倍相当を想定５月中目途

4/20から運用拡大 ５月上旬開始

(4/22現在) 確保数 患者数 差引 占有率

入院 ８３９ ７１４ １２５ ８５．１％

（うち重症） １１６ ８８ ２８ ７５．８％

宿泊療養 １，１６５ ６０４ ５６１ ５１．８％

現状（ひっ迫）

計画（強化）

（＋96）

６

（＋2）

今冬の２倍相当を想定



知事メッセージ 緊急事態！ 感染拡大防止徹底要請【事業者向け】
本日、兵庫県に３度目の緊急事態宣言が発令されました。
県内では、連日過去最多の感染者が発生し、入院できない患者が1,000人を超え医療崩壊の危機にあるなど、まさに緊急
事態にあります。
今後、ゴールデンウィークを迎え、何としてもこれ以上の感染拡大を阻止するため、人の移動を抑えなければなりません。
事業者の皆様には、厳しい状況が続きますが、緊急事態宣言下であることを認識していただき、次の重点的な取組を徹底
してください。

令和３年４月２３日 兵庫県知事 井戸 敏三

事業者の皆様へお願い

酒類の提供又はカラオケ設備の利用禁止
酒類又はカラオケ設備を提供しない飲食店等は、
５時から20時までの営業
飲食店等では、感染対策の徹底
アクリル板設置又は適切な距離確保、消毒液の設置、換気
の徹底、入場者のマスク着用、発熱等症状者の入場禁止、
従業員の検査受診の勧奨

１．飲食対策の徹底 ３．職場・施設等での感染対策の徹底

各職場や施設等での従業員の体調管理、換気の徹
底、消毒液設置、マスクの着用など感染対策の徹底
高齢者施設では、職員等の積極的なPCR検査実施
従業員等に対し、懇親会等の会食の自粛徹底

２．人流の抑制対策

多数の者が利用する大規模店舗や博物館など一定の集
客施設は、休業
イベントや催物等の開催は、延期や自粛。開催する場合
は、無観客

４．出勤者７割削減の推進

在宅勤務（テレワーク）の推進やゴールデンウィーク
中の休暇取得の促進等により、出勤者の７割削減



知事メッセージ 緊急事態！ 感染拡大防止徹底要請 【県民向け】

令和３年４月２３日 兵庫県知事 井戸 敏三

県民の皆様へのお願い

２．感染対策の徹底

１．外出の自粛

生活維持に必要な場合を除き、みだりに居宅等から外出
しない
大阪、東京など県境を超えた感染拡大地域との往来・帰
省を自粛
酒類又はカラオケ設備を提供している飲食店等や、時短
要請時間外に営業している飲食店等には、絶対に出入り
しない
催物やイベントへの参加を自粛

本日、兵庫県に３度目の緊急事態宣言が発令されました。
県内では、連日過去最多の感染者が発生し、入院できない患者が1,000人を超え医療崩壊の危機にあるなど、まさに緊急
事態にあります。
今後、ゴールデンウィークを迎え、何としてもこれ以上の感染拡大を阻止するため、人の移動を抑えなければなりません。
県民の皆様には、緊急事態宣言下であることを認識していただき、自らが「県民の命を守る」との強い思いで、次の重点的
な取組を徹底してください。

３．若い方々のリスクの高い行動の自粛

家庭において、ウイルスを「家庭に持ち込まない」「家庭内
に広げない」「家庭外に広げない」行動
「マスク着用」「手洗い・手指消毒」「人と人との距離確保」
「換気」等、学校や施設等での基本的な感染対策を徹底

会食などリスクの高い場面を避ける
路上や公園等における集団での飲酒などの行動は
絶対にしない
部活動やサークル活動などの際には、マスクの着用・
手指消毒など感染対策を徹底

４．テレワークや休暇取得等の推進

「出勤者の７割削減」を目指した在宅勤務（テレワーク）
の推進やゴールデンウィーク中の休暇取得の促進


